
 

以下の地域にお住まいの方が対象になります。 

県北地区（北茨城市、大子町）           

県南地区（取手市、つくばみらい市、美浦村、阿見町、 

河内町、利根町）  

県西地区（坂東市、五霞町、境町、八千代町） 

家計あんしん電話相談会 

日  時：１０月２８日（木）午前１０時～午後３時 

相談電話： 

 

相 談 員：ファイナンシャルプランナー、行政書士他 

 ※より多くの方にご相談いただくため、一回の相談は 30分程度とさせていた

だきます。 

 ※すでに弁護士、司法書士に依頼しているものや、訴訟中のものは対象外です。 

※予約制ではありませんので、上記時間帯にお電話ください。 

    

【相談会運営】 

『令和 3年度茨城県家計改善支援事業受託団体』 

認定 NPO法人 茨城 NPOセンター・コモンズ 

℡ 029-300-4570（月～金曜日 9:00～17:00） 

『令和 3年度 茨城県家計改善支援事業』

４ 』 

経済的な困りごと、生活や家計のやりくりなどに不安や課題を抱えた方の

相談に応じます。 

カードを使った買い物

で、借金がいくらか 

分からない 

 

家賃や光熱水費、 

学校納付金などを 

滞納している 

 

あちこちから借りて

返済が困難 

 

毎月の家計を 

見直したい 

０２９-３００-４５７０ 

０２９-８７５-８３２０ 
 

県央地（小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村） 

鹿行地区（潮来市、行方市、鉾田市） 


